
国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されているみなさまにお知らせです

令和6（2024）年12月2日以降も
お手元の健康保険証はご利用いただけます

12月2日を過ぎても上記保険証は廃棄しないでください。
マイナ保険証とは・・・医療機関で保険証として使えるようにしてあるマイナンバーカードのことです。
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※有効期限まで使用することができます。
（12/2以降は再発行できません）
※紛失した場合等は「資格確認書」を
交付します。
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マイナ保険証
★7月頃に「資格情報のお知らせ」を送付します。

★7月頃に「資格確認書」を送付します。
※「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示する
ことで、これまでと同様に受診できます。
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【お問い合わせ】島根県後期高齢者医療広域連合　電話：0852-20-7526
　　　　　　　　健康福祉課　保険係　電話：54-2511　有線：31-5000（内線5121）

新たに後期高齢者になった方には、
申請不要で「資格確認書」をお届
けします。(※ 12/2～来年7月末まで)

国 民 健 康 保 険

後期高齢者医療制度

※　国民健康保険 資格確認書イメージ

※　後期高齢者医療制度 資格確認書イメージ
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今の保険証と同サイズです。
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こ
ど
も
た
ち
に
、
家
庭
の
ぬ
く
も
り
を

　さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り
家
族
と
一
緒
に

生
活
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
ど
も
た
ち
が

い
ま
す
。
里
親
と
は
こ
う
し
た
こ
ど
も
た
ち

を
自
分
の
家
に
迎
え
入
れ
、
家
庭
的
な
環
境

の
中
で
愛
情
を
込
め
て
養
育
し
て
く
だ
さ
る

方
で
す
。

　里
親
の
家
庭
で
愛
情
に
包
ま
れ
て
家
族
の

一
員
と
し
て
暮
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
こ
ど
も

た
ち
は
一
人
の
人
間
と
し
て
大
切
に
さ
れ
、

愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
持
ち
な
が
ら

育
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
あ
な
た
に
も
出
来

る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　里
親
に
は
、
こ
ど
も
が
親
と
一
緒
に
生
活

出
来
る
よ
う
に
な
る
ま
で
養
育
す
る
「
養
育

里
親
」
と
、
養
子
縁
組
に
よ
り
養
親
と
な
る

こ
と
を
希
望
す
る
「
養
子
縁
組
里
親
」
が
あ

り
ま
す
。（
こ
の
ほ
か
に
専
門
里
親
、
親
族
里

親
も
あ
り
ま
す
。）

　こ
ど
も
が
好
き
で
あ
り
、
愛
情
と
熱
意
を

持
っ
て
、
真
心
を
込
め
て
養
育
し
て
く
だ
さ

る
方
を
求
め
て
い
ま
す
。
養
育
里
親
の
場
合

は
、
長
期
の
養
育
だ
け
で
な
く
、
月
に
１
〜

２
回
程
度
、
主
に
土
日
や
長
期
休
み
中
に
数

日
間
と
い
っ
た
短
期
間
の
家
庭
生
活
体
験
を

さ
せ
て
く
だ
さ
る
方
も
求
め
て
い
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】
出
雲
児
童
相
談
所
　

電
話
：
０
８
５
３-

２
１-
０
０
０
７

﹇
町
の
窓
口
﹈

奥
出
雲
町
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー（
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
内
）

電
話
：
５
４-

２
５
０
４
　有
線
：
３
１-
５
０
０
０

（
内
線
５
１
６
５
・
５
１
６
６
）

12
月
４
日
〜
10
日

　基
本
的
人
権
及
び
自
由
を
尊
重
し
確
保
す

る
た
め
、
国
連
で
は
毎
年
12
月
10
日
を
「
人

権
デ
ー
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
法
務
省
及
び

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
12
月
４
日

か
ら
10
日
ま
で
の
１
週
間
を
「
人
権
週
間
」

と
し
、
全
国
で
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

奥
出
雲
町
内
で
は
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

し
ま
す
の
で
、
職
場
や
学
校
で
の
い
じ
め
や

嫌
が
ら
せ
、
家
族
間
で
の
悩
み
ご
と
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
人
権
侵
害
、
障
が
い
の

あ
る
人
や
外
国
人
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、

ハ
ン
セ
ン
病
・
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
感
染

症
等
に
関
す
る
偏
見
や
差
別
な
ど
、
悩
み
や

困
り
ご
と
を
お
持
ち
の
方
は
、
一
人
で
悩
ま

ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、
相

談
内
容
の
秘
密
は
守
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く

だ
さ
い
。

特
設
人
権
相
談
所
開
設
に
つ
い
て

日
時
：
12
月
３
日（
火
）

午
前
11
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で

会
場
：
カ
ル
チ
ャ
ー
プ
ラ
ザ
仁
多
及
び

横
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

【
お
問
い
合
わ
せ
】

町
民
課
　戸
籍
係
　

電
話
：
５
４-

２
５
１
０
　

人
権
週
間
が
始
ま
り
ま
す

こ
ど
も
た
ち
に
、
家
庭
の
ぬ
く
も
り
を

　さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り
家
族
と
一
緒
に

里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か

里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か

人権イメージキャラクター
人KENまもる君＆人KENあゆみちゃん

奥
出
雲
町
で
は
、
が
ん
治
療
等
に
よ
り
、
治
療
前
に
接
種
し
た
定
期
予
防
接
種
で
得
ら

れ
た
免
疫
が
低
下
ま
た
は
消
失
し
、
再
接
種
が
必
要
と
医
師
に
判
断
さ
れ
た
方
を
対
象

に
、
定
期
予
防
接
種
の
再
接
種
費
用
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

奥
出
雲
町
が
ん
治
療
等
に
伴
う
定
期
予
防
接
種
再
接
種
費
用
助
成
事
業

奥
出
雲
町
が
ん
治
療
等
に
伴
う
定
期
予
防
接
種
再
接
種
費
用
助
成
事
業

が
ん
治
療
等
に
よ
り
免
疫
を
消
失
し
た
方
へ

　
　定期
予
防
接
種
の
再
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す

が
ん
治
療
等
に
よ
り
免
疫
を
消
失
し
た
方
へ

　
　定期
予
防
接
種
の
再
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す

が
ん
治
療
等
に
よ
り
免
疫
を
消
失
し
た
方
へ

　
　定期
予
防
接
種
の
再
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す

が
ん
治
療
等
に
よ
り
免
疫
を
消
失
し
た
方
へ

　
　定期
予
防
接
種
の
再
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す

①
対
象
者

１
．予
防
接
種
の
再
接
種
の
日
時
点
に
お
い
て
奥
出
雲
町
内
に
住
民
票
の
あ

る
方

２
．が
ん
治
療
等
に
よ
り
、
治
療
前
に
接
種
し
た
定
期
予
防
接
種
の
免
疫
が
低

下
ま
た
は
消
失
し
た
た
め
、
再
接
種
が
必
要
と
医
師
に
認
め
ら
れ
た
方

３
．再
接
種
を
受
け
る
日
に
お
い
て
20
歳
未
満
の
方
（
一
部
の
予
防
接
種
に

は
年
齢
制
限
が
あ
り
ま
す
。）

②
対
象
と
な
る
予
防
接
種

１
．医
師
に
再
接
種
が
必
要
と
認
め
ら
れ
て
受
け
る
定
期
予
防
接
種
の
再
接

種
で
あ
る
こ
と

２
．結
核
及
び
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
除
く
、
予
防
接
種
法
第
２
条
第
２

項
で
定
め
ら
れ
た
疾
病
に
か
か
る
予
防
接
種
（※

）
で
あ
る
こ
と

※

予
防
接
種
法
第
２
条
第
２
項
で
定
め
ら
れ
た
疾
病
に
か
か
る
予
防
接
種

ヒ
ブ
・
小
児
用
肺
炎
球
菌
・Ｂ
型
肝
炎
・
五
種
混
合
・
四
種
混
合
・
三
種
混
合
・
二

種
混
合
・
不
活
化
ポ
リ
オ
・
麻
し
ん
、
風
し
ん
混
合
・
麻
し
ん
・
風
し
ん
・
水
痘
・
日

本
脳
炎
・
子
宮
頸
が
ん

●
過
去
に
受
け
た
こ
と
の
な
い
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
助
成
の
対
象
外
で
す
。

●
申
請
に
よ
り
費
用
助
成
が
決
定
す
る
前
に
接
種
し
た
予
防
接
種
は
助
成

の
対
象
外
で
す
。

●
助
成
金
の
申
請
は
、
再
接
種
日
に
属
す
る
年
度
の
末
日
（
３
月
31
日
）
ま

で
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
一
部
の
予
防
接
種
に
は
年
齢
制
限
が
あ
り
ま
す
。《
五
種
混
合
：
15
歳
未
満
、

四
種
混
合
：
15
歳
未
満
、
ヒ
ブ
：
10
歳
未
満
（
五
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
使

用
す
る
場
合
は
15
歳
未
満
）、
小
児
用
肺
炎
球
菌
：
６
歳
未
満
》

③
助
成
金
額

対
象
者
が
支
払
っ
た
費
用
の
全
額

④
申
請
窓
口/

お
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課
　健
康
づ
く
り
推
進
１
係
・
２
係
　

電
話：５
４-

２
７
８
１
有
線：３
１-

５
０
０
０（
内
線
５
１
４
１
・
５
１
４
２
）
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